
第 129号議案 

大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

大田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 大田区長等の給料等に関する条例（昭和 23年条例第 33号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第１項ただし書中「100分の 191.5」を「100分の 207.5」に改める。 

別表１区長の項中「1,158,200円」を「1,168,600円」に改め、同表副区長の

項中「929,500円」を「937,800円」に改める。 

第２条 大田区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「100分の 207.5」を「100分の 199.5」に改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は令和６年 12月１日から、第２条の規定は令和７年４

月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 区長及び副区長の給料月額及び期末手当の支給月数を改定するため、条例を改

正する必要があるので、この案を提出する。 



第 130号議案 

大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年条例第

11号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「246,600円」を「248,800円」に、「296,400円」を「299,000円」に、

「266,500円」を「268,800円」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和６年 12月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 教育委員会及び選挙管理委員会の委員等の報酬月額を改定するため、条例を改

正する必要があるので、この案を提出する。 



第 131号議案 

大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 大田区監査委員の給与等に関する条例（平成４年条例第 71号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項中「62万 7,000円」を「63万 2,600円」に改め、同条第２項中

「35 万 7,400 円」を「36 万 600 円」に改め、同条第３項中「17 万 1,800 円」

を「17万 3,300円」に改める。 

第４条第３項中「100分の 191.5」を「100分の 207.5」に改める。 

第２条 大田区監査委員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「100分の 207.5」を「100分の 199.5」に改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は令和６年 12月１日から、第２条の規定は令和７年４

月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 常勤の識見監査委員の給料月額及び期末手当の支給月数並びに非常勤の識見監

査委員及び議員のうちから選任された監査委員の報酬月額を改定するため、条例

を改正する必要があるので、この案を提出する。 



第 132号議案 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和 26年条例第 19号）の一部を次のように

改正する。 

  第９条の３第１項第１号中「26万 8,500円」を「27万 5,700円」に改める。 

  第 21条第２項中「100分の 120」を「100分の 130」に改め、同項ただし書中

「100分の 102.5」を「100分の 112.5」に改め、同条第３項中「100分の 120」

を「100分の 130」に、「100分の 67.5」を「100分の 72.5」に、「100 分の 102.5」

を「100分の 112.5」に、「100分の 58.75」を「100分の 63.75」に改める。 

  第 21条の４第２項中「100分の 112.5」を「100分の 122.5」に、「100分の

130」を「100分の 140」に改め、同条第３項中「100分の 112.5」を「100分の

122.5」に、「100 分の 55」を「100 分の 60」に、「100 分の 130」を「100 分

の 140」に、「100分の 63.75」を「100分の 68.75」に改める。 

  別表第１から別表第５までを次のように改める。











































第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

    第９条の３第１項第１号中「27万 5,700円」を「31万 5,200円」に改める。 

    第 10条第２項中第１号を削り、第２号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、

同条第３項各号を次のように改める。 

  (１) 前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。） 

    10,500円 

  (２) 前項第２号から第５号までに該当する扶養親族 6,000円 

第 11条第１項第２号中「前条第２項第３号若しくは第５号」を「前条第２項

第２号若しくは第４号」に改める。 

第 11条の３第１項第２号中「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方」を

「配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリテ

ィであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活

において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相

当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナ

ーシップ関係の相手方」という。）」に改める。 

  第 21条第２項中「100分の 130」を「100分の 125」に改め、同項ただし書中

「100分の 112.5」を「100分の 107.5」に改め、同条第３項中「100分の 130」

を「100分の 125」に、「100分の 72.5」を「100分の 70」に、「100 分の 112.5」

を「100分の 107.5」に、「100分の 63.75」を「100分の 61.25」に改める。 

  第 21条の４第２項中「100分の 122.5」を「100分の 117.5」に、「100分の

140」を「100分の 135」に改め、同条第３項中「100分の 122.5」を「100分の

117.5」に、「100 分の 60」を「100 分の 57.5」に、「100 分の 140」を「100

分の 135」に、「100分の 68.75」を「100分の 66.25」に改める。 

付 則 



 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４

月１日から施行する。 

２ 第１条の規定（第 21条第２項及び第３項並びに第 21条の４第２項及び第３

項の改正規定を除く。）による改正後の職員の給与に関する条例（以下「第１

条による改正後の条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （令和６年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給） 

３ 令和６年４月１日から第１条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例

（以下「改正前の条例」という。）の規定により、新たに給料表の適用を受け

ることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあっ

た職員のうち、特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の定める職

員の第１条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号

給は、人事委員会が定める。 

（施行日から令和７年３月 31日までの間における異動者の号給の調整） 

４ 施行日から令和７年３月 31日までの間において、第１条による改正後の条例

の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する

職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日にお

ける号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が

適用され、次いで当該適用又は異動の日から第１条による改正後の条例の規定

が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事

委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（給与の内払） 

５ 第１条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例

の規定に基づいて支給された給与は、第１条による改正後の条例の規定による



給与の内払とみなす。 

（扶養手当に関する特例措置） 

６ 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの間における第２条の規定に

よる改正後の職員の給与に関する条例（以下「第２条による改正後の条例」と

いう。）第 10 条第３項の規定の適用については、同項第１号中「10,500 円」

とあるのは、「9,500円」とする。 

７ 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの間における第２条による改

正後の条例第 10条第３項の規定の適用については、同項第１号中「10,500円」

とあるのは、「10,000円」とする。 

８ 令和７年４月１日から令和９年３月 31日までの間において、第２条の規定に

よる改正前の職員の給与に関する条例第 10 条第２項第１号に規定する配偶者

又はパートナーシップ関係の相手方を扶養する職員については、第２条による

改正後の条例第 10条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該職員に対し、

次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の扶養手当を支給するも

のとする。 

 (１) 令和７年度 4,000円 

 (２) 令和８年度 2,000円 

（委任） 

９ 付則第３項から第５項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、人事委員会が定める。 

 （提案理由） 

 職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給月数を改定するほか、初任

給調整手当、扶養手当及び住居手当の規定を整備するため、条例を改正する必要

があるので、この案を提出する。 



第 133号議案 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第 26

号）の一部を次のように改正する。 

  第 16条第２項中「100分の 120」を「100分の 130」に改める。 

  第 16条の２第２項中「100分の 112.5」を「100分の 122.5」に改める。 

  第 29条第２項中「100分の 120」を「100分の 130」に改める。 

  第 29条の２第２項中「100分の 112.5」を「100分の 122.5」に改める。 

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  第 16条第２項中「100分の 130」を「100分の 125」に改める。 

  第 16条の２第２項中「100分の 122.5」を「100分の 117.5」に改める。 

  第 29条第２項中「100分の 130」を「100分の 125」に改める。 

  第 29条の２第２項中「100分の 122.5」を「100分の 117.5」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月 

１日から施行する。 

 （提案理由） 

 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を改定するため、条例を

改正する必要があるので、この案を提出する。 



第 134号議案 

大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和 31年条例第 14号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「83万 1,600円」を「83万 9,000円」に改める。 

第５条第１項ただし書中「100分の 191.5」を「100分の 207.5」に改める。 

第２条 大田区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

  第５条第１項ただし書中「100分の 207.5」を「100分の 199.5」に改める。 

付 則 

 この条例中第１条の規定は令和６年 12月１日から、第２条の規定は令和７年４

月１日から施行する。 

（提案理由） 

教育長の給料月額及び期末手当の支給月数を改定するため、条例を改正する必

要があるので、この案を提出する。 



第 135号議案 

大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年 11月 28日 

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅 

大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例 

第１条 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和

31年条例第 10号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「93万 1,500円」を「93万 9,800円」に、「78万 5,800円」を「79

万 2,800円」に、「65万 9,900円」を「66万 5,800円」に、「63万 3,000円」

を「63万 8,600円」に、「61万 4,100円」を「61万 9,600円」に改める。 

第５条第２項中「100分の 202.5」を「100分の 219.5」に改める。 

第２条 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  第５条第２項中「100分の 219.5」を「100分の 211」に改める。 

付 則 

 この条例中第１条の規定は令和６年 12月１日から、第２条の規定は令和７年４

月１日から施行する。 

（提案理由） 

議会議員の議員報酬月額及び期末手当の支給月数を改定するため、条例を改正

する必要があるので、この案を提出する。 
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